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暗号資産のトラブル
～ ＳＮＳ、知人の誘いに注意 ～

〈 内 容 〉

〇３カ月前、交流サイト（ＳＮＳ）で知り合った人から暗号資産の投資を勧められた。指示さ
れて登録したアプリでやりとりし、指定された個人口座に何度か数千円を振り込むと、振り
込んだ金額より多い金額を受け取ることができた。もっとお金を増やそうと思い振り込んだ
ところ、私のミスで送金できないと言われ、指示されるまま何度も送金した。送金先の個人
口座はその都度違っており、合計８０万円を支払った。送金ミスを理由にさらに５０万円を
振り込むよう指示され不審に思った。事業者名は不明で連絡先はＳＮＳの情報しかわからな
い。返金してほしい。（２０代 男性）

★ 消費生活センターからのアドバイス

●全国の消費生活センターなどに、インターネットを通じて電子的に取引される、いわゆる「暗
号資産（仮想通貨）」に関する相談が多数寄せられています。

●最近の相談事例を見ると「ＳＮＳやマッチングアプリで知り合った相手に勧誘されて送金し
たが、出金できなくなった」などのトラブルが目立っています。

●また、友人や知人から「暗号資産でもうかる。人を紹介すれば紹介料も入る」と勧誘され、
お金を預けたが出金できない、返金されない―といったケースも見られます。

●トラブルにならないために次の点に注意しましょう。

①ＳＮＳやマッチングアプリなどで知り合った相手から暗号資産の投資を勧められた際は、詐
欺的な投資話を疑う。

②友人や知人から暗号資産の投資を勧められた際は、人間関係と投資を切り分けて冷静に判断
する。不審な場合は、きっぱりと断る。

③暗号資産交換業を行う場合は、金融庁(財務局)への登録が必要。取引前に必ず金融庁のウェ
ブサイトで登録の有無を確認し、無登録業者とは取引しない。

④暗号資産は価格が急落して損をする可能性がある。契約内容やリスクが十分に理解できなけ
れば、契約しない。

※ おかしいなと思ったら、すぐに家族や警察、最寄りの「消費生活センター」
または「各市町相談窓口」にご相談ください。

★ おかしいと思ったら、一人で悩まず 早めに相談を
長崎県消費生活センター ０９５－８２４－０９９９

[相談受付時間] 平日（月～金曜日） … 午前９時～午後５時（１２時～１３時を除く）

全国共通ダイヤル ☎１８８ （イヤヤ！）

長崎市消費者センター              対馬市消費生活相談所

（０９５－８２９－１２３４）           （０９２０－５２－８３２２）

佐世保市消費生活センター           壱岐市消費生活センター

（０９５６－２２－２５９１）          （０９２０－４８－１１３５）

島原市消費生活センター             五島市消費生活センター

（０９５７－６２－９１００）           （０９５９－７２－６１４４）

諫早市消費生活センター            西海市消費生活センター

（０９５７－２２－３１１３）           （０９５９－３７－０１４５）

大村市消費生活センター               雲仙市消費生活センター

（０９５７―５２―９９９９）          （０９５７―３８－７８３０）

平戸市消費生活センター            南島原市消費生活センター

（０９５０―２２―９１２２）         （０９５７－８２－３０１０）

松浦市消費生活センター

    （０９５６－７２－１８６１）      ※ 各町にも相談窓口があります

警戒情報


